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開示文

開示することができない部分及び理由 :9 

No. 電磁的 書の面
開ホすることが 理由l l 備考

文書 できない部分の
記録 数 灼肛弄

1 
藤第代3回町定識例会会会）議録（平成（平3成年93年月

゜
18 

11 日～平成3年9月 20 日）
※該当部分を抜粋
平成3年8月 4 日執行、藤代町
識会識員一般選挙における
架空転入疑惑及び不正投票
疑惑に関する調査特別委員

2 
会会鏃録（平成 3 年 9 月 19

゜
48 

日・ 9 月 20 日・ 9 月 27 日・ 10
月 4 日・ 10 月 14 日・ 10 月 18
日）
※ 10月 4 日の秘密会の部分を I 
除く。

•取手市情報公開条例第7条第 1項第7号の「法令等の定めるところにより，公にすることができないとされるもの」に該

平成3年8月 4 日執行、藤代町 し

当するため。 （地方自治法の規定により、委員会に関し必要な胃項は条例で定めることとされており、藤代町識会委員会
条例の規定により、条例に定めるもののほか、委員会に関して 、会議規則で定めることとされています。そして、藤代

諦会識員一般選挙における 町議会会識規則第97条の規定により、秘密会の議事の記録は公表しないこととされています。）
架空転入疑惑及び不正投票

3 
疑惑に関する調査特別委員

゜
12 秘密会の陪事に •取手市情報公開条例第7粂第 1項第4号の「市の機関の内部若しくは機関相互又は市の機関と国等の機関との間における

会会識録（平成 3 年 10 月 4 関する部分 審識、検討又は協謡に関する情報であって、公にすることにより率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損
日） なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぽすお
※ 10月 4 日の秘密会の部分の それがあるもの」に該当するため。 （当該文書は、委員会で謡決して秘密会として開催された会議の会謙録です。出席し
み た委員等は発言内容が公表されない前提で発言しており、会鏡の内容も選挙の不正に関するもので刑事事件に発展したデ

リケートなものであることを踏まえると、当該文書を公にした場合には、秘密会として会議を行った趣旨を没却させると
ともに、市謙会における審識において率直な意見の交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあります。）

藤代町識会会識録（平成3年

4 
第2回臨時会） （平成 3年 10

゜
7 ¥ 月 23 日）

※該当部分を抜粋
藤代町識会会鏡録（平成3年

I 第4回定例会） （平成3年 12
5 

月 12 日～平成3年12月 20 日） ゜
5 I 

※該当部分を抜粋
平成3年8月 4 日執行、藤代町
厳会鏃員一般選挙における

6 架空転入疑惑及び不正投粟

゜
1 

疑惑の事務検査に関する動
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